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戸田都市計画地区計画の決定（戸田市決定） 

戸田都市計画戸田公園駅西口駅前地区地区計画を次のように決定する。 

名称 戸田公園駅西口駅前地区地区計画 

位置 戸田市本町４丁目の一部 

面積 約２.９ha 

地区計画の目標 

本地区はＪＲ埼京線戸田公園駅の西口駅前に位置し、第２次戸田市都市マス

タープラン（改定版）の土地利用方針において、商業・業務、医療・福祉、文

化、居住等の各種都市機能を複合的に集積する「拠点商業地」に位置付けられ

ている地区である。 

本地区のまちづくりについては、既に整備された駅前交通広場等の基盤を活

かしながら進めるものとし、戸田公園駅前という利便性の高さを活かし、「子や

孫の代まで誰もが安心・安全に過ごすことができ、にぎわいと暮らしやすさの

調和がとれたまち」の形成を目標とする。 

区域の整備、

開発及び保全

の方針 

土地利用に

関する方針 

「戸田公園駅西口駅前地区地区まちづくり構想」で目指す、既に整備された

駅前交通広場等の基盤をいかしながら、商業・業務、サービス、医療、福祉、

文化、居住等の都市機能が集積した拠点商業地にふさわしい土地利用を誘導し、

良好な地区環境の形成と地区住民の生活利便を図る。 

建築物等の

整備の方針 

魅力ある商業環境を形成していくため、建築物等の用途の制限を行い、敷地

面積の最低限度を定める。 

また、災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀等の設置を制限するため、垣

又はさくの構造の制限を定める。 
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建築物等の

用途の制限 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第１号か

ら第４号まで及び第２条第６項に該当する営業の用に供する建築物は建築し

てはならない。 

ただし、同条第１項第４号のうち、麻雀は制限しない。 

２ 計画図に表示する駅前交通広場及び都市計画道路に接する敷地にある建築

物の１階部分のうち、当該道路等に面する部分は、全て商業・業務系の用途と

する。 

ただし、すでに居住の用に供している建築物については、この限りでない。 

また、玄関・出入口ホール、階段、車庫・物置・駐車場及びその他管理・防

犯上１階部分に必要なものは除く。 

建築物の 

敷地面積の

最低限度 

２００㎡ 

ただし、基準時（地区計画の都市計画決定時）に、既に上記未満の面積と 

なっている場合は、この限りでない。 

垣又はさく

の構造の制

道路（地区内全域）に面して設置する垣又はさくの構造は、生垣又はフェン

スなどに類するものとする。

告 示 年 月 日（変更） 

令和 6 年 4 月 1 日  
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 「区域及び地区整備計画は、計画図表示のとおり」 

理由  用途地域の変更に併せて、「戸田公園駅西口駅前地区地区まちづくり構想」で目指す拠点商業

地にふさわしい良好な地区環境を形成するため、地区計画を定めるものです。 

 

 

限 ただし、フェンス等の基礎に用いる補強コンクリートブロック及びこれに類

するものの高さが０．６ｍ以下のものにあっては、この限りではない。 



理  由  書 

 

 本理由書は、戸田都市計画地区計画の変更（戸田市：戸田公園駅西口駅前地区）についての理由を

示したものです。 

 

Ⅰ．戸田都市計画区域の位置等 

  戸田都市計画区域は、都心から約２０㎞圏、本県の南東部に位置しています。また、戸田都市計画

区域に含まれる土地の区域は、戸田市の行政区域の全域です。 

【戸田市／戸田公園駅西口駅前地区】 

  本地区は、ＪＲ埼京線戸田公園駅の西口駅前に位置し、ＪＲ埼京線、都市計画道路戸田公園駅大前

環状線（市役所通り）、都市計画道路新曽川口線（オリンピック通り）及び都市計画道路戸田公園駅

上前環状線に囲まれた区域です。 

 

Ⅱ．変更理由 

【戸田市／戸田公園駅西口駅前地区】 

  本市の都市計画に関する基本的な方針である「第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）」にお

いて、当地区は拠点商業地と位置付けています。用途地域の変更に併せて、「戸田公園西口駅前地区

まちづくり構想」で目指す拠点商業地にふさわしい良好な地区環境を形成するため、地区計画を定める

ものです。 

 

Ⅲ．変更内容 

【戸田市／戸田公園駅西口駅前地区】 

本地区では、地区計画の目標、区域の整備、開発及び保全の方針および地区整備計画を定めます。 

地区整備計画では、誘導したい施設を限定し、街並みの連続性を確保するため建築物の用途の制限

を定めます。 

また、敷地の細分化を防ぐため建築物の敷地面積の最低限度を定め、防災や防犯に配慮した安全で

安心な拠点商業地の環境を形成するため、垣又はさくの構造の制限を定めます。 

  

Ⅳ．関連する都市計画 

   本地区の地区計画変更とあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。 

  ①用途地域（戸田市変更） 

②高度地区（戸田市変更） 

  ③防火地域及び準防火地域（戸田市変更） 



地区名 戸田公園駅西口駅前地区（面積約2.9ha）※新規

地区名 美女木向田地区（面積約43.5ha）

地区名 新曽第一地区（面積約90.4ha）

地区名 新曽第二地区（面積約40.2ha）

地区名 新曽中央地区（面積約66.9ha）

地区名 川岸地区（面積約6.4ha）

凡　　例

種　 　別
建蔽率
％

容積率
％

高度地区

（建築物の高さの

最高限度　ｍ）

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準　住　居　地　域

近　隣　商　業　地　域

準　工　業　地　域

工　業　地　域

第１種
（２５）

第１種
（２５）

第１種
（２５）

第１種
（２５）

第１種
（２５）

第３種
（３５）

第２種
（３０）

商　業　地　域

第２種
（３０）

第２種
（３０）

第４種
（４５）
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戸田公園駅西口駅前地区　方針付図

26069
多角形



戸田公園駅西口駅前地区　計画図（地区整備計画図）
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フリーテキスト
地区整備計画　建築物等に関する事項

20541
フリーテキスト
建築物等の用途の制限　・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関　 する法律第２条第１項第１号から第４号及び第　 　 ２条第６項に該当する営業の用に供する建築   物は建築してはならない。　 ただし、同条第１項第４号のうち、麻雀は制限し　 ない。建築物等の限定　・駅前交通広場及び都市計画道路に接する敷 　地にある建築物の１階部分のうち当該道路に   面する部分は商業・業務系の用途に限定する。建築物の敷地面積の最低限度　・２００㎡とする。垣又はさくの構造の制限　・道路に面して設置する垣又はさくの構造は生 　垣又はフェンスなどに類するものとする。   ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは　 ６０ｃｍ以下とする。
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建築物等の用途の制限第２項に記載する駅前交通広場及び都市計画道路
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